
北
宋
政
府
の
医
書
出
版
は
、
医
学
文
献
史
上
の
画
期
的
事
件
で

あ
る
。
そ
の
官
刻
医
書
の
出
版
及
び
民
間
へ
の
配
布
ル
ー
ト
に
つ

い
て
考
察
す
る
。

北
宋
官
刻
医
書
の
出
版
は
主
に
国
子
監
を
中
心
に
行
わ
れ
た
。

国
子
監
刊
経
史
は
杭
州
で
版
刻
さ
れ
る
例
が
よ
く
あ
る
が
、
医
書

に
つ
い
て
明
確
な
記
録
は
な
い
。
し
か
し
『
外
台
秘
要
方
」
牒
文

中
に
引
用
さ
れ
る
宋
臣
の
「
欲
望
：
：
：
校
定
一
本
降
付
杭
州
開
板

模
印
」
の
言
か
ら
す
れ
ば
、
医
書
の
場
合
も
実
際
に
杭
州
で
版
刻

さ
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

印
刷
さ
れ
た
医
書
は
ま
ず
皇
帝
の
名
義
で
各
地
に
頒
布
さ
れ

る
。
例
え
ば
、
九
九
二
年
五
月
、
太
宗
は
詔
を
下
し
、
完
成
し
た

ば
か
り
の
『
太
平
聖
恵
方
」
各
道
州
府
に
二
部
ず
つ
賜
わ
り
、
各

つ
か
さ
ど

州
に
医
博
士
を
置
い
て
、
享
ら
せ
た
（
『
宋
大
詔
令
集
」
巻
二
九
）
。

５
北
宋
官
刻
医
書
の
民
間
へ
の
流
通

ｌ
ｏ
陳

捷

ｊ２
小
曽
戸

洋

こ
の
よ
う
な
賜
贈
は
朝
廷
の
恩
典
と
し
て
、
地
方
政
府
だ
け
で

は
な
く
、
有
力
の
大
臣
に
も
及
ん
だ
。
「
聖
恵
方
』
を
全
国
に
頒
布

す
る
前
に
宰
相
李
防
ら
に
賜
わ
っ
た
（
「
玉
海
」
巻
六
三
）
。
王
禺
偶

の
『
小
畜
集
』
に
も
、
太
宗
か
ら
『
太
平
聖
恵
方
』
前
後
二
部
を

受
領
し
た
こ
と
が
見
え
る
。

一
方
、
地
方
政
府
や
個
人
の
要
求
に
応
じ
て
販
売
も
行
わ
れ
て

い
た
。
自
分
で
用
意
し
た
紙
を
国
子
監
に
持
参
し
て
摺
っ
て
も
ら

う
記
録
は
医
書
の
場
合
に
は
見
え
な
い
が
、
経
害
の
例
か
ら
す
れ

ば
、
同
じ
販
売
方
法
は
医
書
に
も
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
。
「
傷
寒
論
」

牒
文
に
「
下
項
医
書
冊
数
重
大
、
紙
墨
価
高
、
民
間
難
以
買
置
」

と
あ
り
、
『
脈
経
』
牒
文
に
も
『
千
金
翼
方
」
な
ど
医
書
は
「
本
監

錐
見
印
売
、
皆
是
大
字
、
医
人
往
々
無
銭
請
買
、
兼
外
州
軍
尤
不

可
得
」
と
い
う
。
即
ち
、
国
子
監
刊
医
書
は
実
際
に
販
売
さ
れ
た

こ
と
が
証
明
さ
れ
る
一
方
、
大
部
で
高
価
な
た
め
、
医
者
個
人
や

偏
遠
地
方
で
は
入
手
し
に
く
か
っ
た
と
指
摘
で
き
る
。

こ
の
状
況
に
対
す
る
対
策
の
一
つ
は
廉
価
で
携
帯
便
利
な
小
型

本
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
国
子
監
か
ら
出
版
さ
れ
た
小
字
本
『
傷

寒
論
」
、
そ
し
て
「
千
金
翼
方
」
「
金
置
要
略
」
『
脈
経
」
『
補
注
本

草
』
『
図
経
本
草
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
小
字
『
傷
寒
論
』
「
聖
恵
方
」
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な
ど
の
医
書
は
、
で
き
る
だ
け
「
官
紙
工
墨
本
価
」
に
近
い
廉
価

で
販
売
す
る
よ
う
に
工
夫
し
た
。
「
脈
経
』
牒
文
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
小
字
本
は
国
子
監
で
販
売
す
る
ほ
か
に
、
「
毎
節
鎮
各
十
部
、

餘
州
各
五
部
、
本
処
出
買
」
に
し
て
各
地
方
で
売
り
出
さ
れ
て
い

た
。
『
脈
経
」
な
ど
五
点
の
小
字
本
医
書
の
販
売
も
恐
ら
く
同
じ
原

則
に
従
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
う
一
つ
の
対
策
は
、
必
要
に

応
じ
て
簡
単
便
利
な
普
及
版
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
「
外
台
」
牒
文

に
「
宜
令
逐
路
転
運
使
指
揮
轄
下
州
府
軍
監
、
如
有
疾
疫
癌
痩
之

処
、
於
『
聖
恵
方
」
内
写
録
合
用
薬
方
、
出
膀
暁
示
、
而
遍
下
諸

県
、
許
人
抄
割
」
と
の
聖
旨
が
引
用
さ
れ
て
い
る
（
一
○
五
一
年
）
。

同
年
に
勅
命
を
奉
じ
て
『
聖
恵
方
」
か
ら
重
要
な
処
方
を
選
ん
だ

『
簡
要
済
衆
方
」
五
巻
が
頒
布
さ
れ
た
こ
と
も
こ
れ
と
無
関
係
で

は
な
か
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
五
年
先
、
福
建
閨
県
の
何
希
彰
が
既
に

『
聖
恵
方
」
か
ら
「
便
於
民
用
者
」
を
選
ん
で
『
聖
恵
選
方
」
を

編
纂
し
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
選
本
の
必
要
性
を
裏
付
け
る
。

『
聖
恵
方
』
全
国
へ
配
布
さ
れ
た
五
十
余
年
後
、
同
書
は
州
郡
に

頒
布
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
州
郡
承
之
、
大
率
厳
管
鎗
、
謹

曝
涼
而
已
。
吏
民
莫
得
与
其
利
焉
」
と
藥
襄
『
聖
恵
選
方
後
序
」

に
指
摘
さ
れ
る
（
「
察
忠
恵
文
集
」
巻
二
六
）
。
同
じ
状
況
は
蘇
試
『
書

済
衆
方
後
』
に
も
見
え
る
（
「
蘇
試
文
集
」
巻
六
六
）
。
恐
ら
く
当
時

の
実
状
を
か
な
り
正
確
に
反
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

蘇
氏
賊
に
「
鑛
板
模
印
、
以
賜
郡
県
、
偉
人
得
伝
録
」
と
述
べ

て
い
る
。
印
刷
さ
れ
た
医
書
は
郡
県
に
伝
わ
っ
て
も
、
閲
覧
よ
り
、

む
し
ろ
転
写
の
種
本
と
さ
れ
る
と
い
う
表
現
は
注
意
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
仁
宗
聖
旨
に
「
出
膀
暁
示
、
而
遍
下
諸
県
、
許
人
抄
割
」

と
あ
り
、
蘇
氏
賊
に
も
、
「
乃
書
以
方
板
、
掲
之
通
会
」
と
あ
る
。

町
に
医
書
の
内
容
を
刻
し
た
石
や
墨
書
し
た
板
を
立
て
る
と
の
意

で
あ
る
。
察
襄
『
聖
恵
選
方
後
序
」
に
も
「
因
取
其
本
、
謄
載
於

版
、
列
牙
門
之
左
右
」
と
自
分
が
何
希
彰
の
著
作
を
治
下
に
広
め

た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
宋
代
の
政
府
関
係
の
医
書
多
く
は
む
し

ろ
こ
の
よ
う
な
形
で
民
間
へ
伝
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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